
一
頁

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

第
一
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
法
附
則
第
七
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
十
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

（
法
附
則
第
七
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
十
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
事
項
）

め
る
事
項
）

第
二
条
の
五

法
附
則
第
七
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
十
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
務

第
二
条
の
五

法
附
則
第
七
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
十
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
十
項
第
三
号
に
掲
げ
る
地
方

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
十
項
第
三
号
に
掲
げ
る
地
方

団
体
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
を
支
出
し
た
年
月
日
並
び
に
個
人
番
号
そ
の
他
参
考
と

団
体
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
を
支
出
し
た
年
月
日

そ
の
他
参
考
と
な

な
る
べ
き
事
項
と
す
る
。

る
べ
き
事
項
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
条
の
書
類
等
）

（
政
令
附
則
第
十
条
の
書
類
等
）

第
四
条

略

第
四
条

略

２
～

略

２
～

略

11

11

農
林
水
産
大
臣
、
市
町
村
長
又
は
農
業
委
員
会
は
、
政
令
附
則
第
十
条
第
十
八
項

農
林
水
産
大
臣
、
市
町
村
長
又
は
農
業
委
員
会
は
、
政
令
附
則
第
十
条
第
十
八
項

12

12

に
規
定
す
る
農
地
、
採
草
放
牧
地
及
び
準
農
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
農
地
等

に
規
定
す
る
農
地
、
採
草
放
牧
地
及
び
準
農
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
農
地
等

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
三
十
六
項
の
規
定

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
三
十
六
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
項
の
事
実
が
生
じ
た
旨
を
国
税
庁
長
官
又
は
当
該
農
地
等
の
所
在
地
の

に
よ
り
、
同
項
の
事
実
が
生
じ
た
旨
を
国
税
庁
長
官
又
は
当
該
農
地
等
の
所
在
地
の

所
轄
税
務
署
長
に
通
知
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
書
面

所
轄
税
務
署
長
に
通
知
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
書
面

に
よ
り
、
当
該
農
地
等
の
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
、
当
該
農
地
等
の
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
三
十
六
項
の
事
実
が
生
じ
た
当
該
農
地
等

一

租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
三
十
六
項
の
事
実
が
生
じ
た
当
該
農
地
等



二
頁

の
地
目
、
面
積
及
び
所
在
場
所
並
び
に
当
該
農
地
等
に
つ
き
法
附
則
第
十
二
条
第

の
地
目
、
面
積
及
び
所
在
場
所
並
び
に
当
該
農
地
等
に
つ
き
法
附
則
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
受
贈
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
個
人

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
受
贈
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
）

二
及
び
三

略

二
及
び
三

略

農
業
委
員
会
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

農
業
委
員
会
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

13

13

、
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
準
農
地
の
利
用
の
形
態
そ
の

、
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
準
農
地
の
利
用
の
形
態
そ
の

他
の
現
況
を
当
該
準
農
地
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
通
知
し
た
場
合
に
は
、
そ

他
の
現
況
を
当
該
準
農
地
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
通
知
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
書
面
に
よ
り
、
当
該
準
農
地
の
所
在
地
の
道
府
県

の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
書
面
に
よ
り
、
当
該
準
農
地
の
所
在
地
の
道
府
県

知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
通
知
に
係
る
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
受

一

当
該
通
知
に
係
る
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
受

贈
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ

贈
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
）

二
～
四

略

二
～
四

略

（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
の
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機

（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
の
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機

関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
等
）

関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
等
）

第
四
条
の
四

略

第
四
条
の
四

略

２
～
８

略

２
～
８

略

９

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
四
号
イ

に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使

９

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
四
号
イ

に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使

（3）

（3）

用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
八
条

用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
エ
ネ
ル

率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
エ
ネ
ル



三
頁

ギ
ー
消
費
効
率
と
す
る
。

ギ
ー
消
費
効
率
と
す
る
。

一

略

一

略

二

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
八
号

二

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
八
号

に
掲
げ
る
貨
物
自
動
車

貨
物
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す

に
掲
げ
る
貨
物
自
動
車

貨
物
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
（
平
成
二
十
七
年

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
（
平
成
十
九
年
経

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
一
号
）
に
定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
五
号
）

に
定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率

率

～

略

～

略

10

15

10

15

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
）

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
）

第
四
条
の
七

略

第
四
条
の
七

略

２
～
９

略

２
～
９

略

第
八
条
の
三
十
八
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準

第
八
条
の
三
十
八
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準

10

10

用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
免
税
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す

用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
免
税
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
三
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
、
氏
名
又
は
名

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
三
十
八
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
設
備
」
と

称
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

あ
る
の
は
「
、
車
両
又
は
設
備
」

利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番

号
を
い
う
。
以
下
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
若
し
く
は
法
人
番

号
を
有
し
な
い
者
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
代

表
者
を
定
め
て
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
者
に

あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）

」
と
あ
る
の
は
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
設
備
」
と
あ



四
頁

る
の
は
「
、
車
両
又
は
設
備
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人

番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住

所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

～

略

～

略

11

13

11

13

第
四
条
の
八

略

第
四
条
の
八

略

２

政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
三
条
の
十
五
の

２

政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
三
条
の
十
五
の

規
定
に
よ
る
免
税
証
の
手
続
に
係
る
様
式
は
、
第
十
六
号
の
十
六
の
二
様
式
、
第
十

規
定
に
よ
る
免
税
証
の
手
続
に
係
る
様
式
は
、
第
十
六
号
の
十
六
様
式
か
ら
第
十
六

六
号
の
十
七
の
二
様
式
か
ら
第
十
六
号
の
二
十
四
様
式
ま
で
及
び
第
十
六
号
の
三
十

号
の
二
十
四
様
式

及
び
第
十
六
号
の
三
十

様
式
と
す
る
。

様
式
と
す
る
。

３

略

３

略

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
の

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
の

課
税
の
特
例
）

課
税
の
特
例
）

第
十
三
条
の
三

略

第
十
三
条
の
三

略

２

法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

２

法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
証
明
が
さ
れ
た
土
地
等
の
譲
渡
は
、
同
項
に
規
定
す
る
土
地
等
の
譲
渡
の
次
の
各

り
証
明
が
さ
れ
た
土
地
等
の
譲
渡
は
、
同
項
に
規
定
す
る
土
地
等
の
譲
渡
の
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
土
地
等
の
譲
渡
と

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
土
地
等
の
譲
渡
と

す
る
。

す
る
。

一

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に

一

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に

係
る
土
地
等
の
譲
渡
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
土
地
等
の
買
取

係
る
土
地
等
の
譲
渡
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
土
地
等
の
買
取



五
頁

り
を
す
る
同
項
第
十
二
号
、
第
十
三
号
若
し
く
は
第
十
四
号
の
造
成
又
は
同
項
第

り
を
す
る
同
項
第
十
二
号
、
第
十
三
号
若
し
く
は
第
十
四
号
の
造
成
又
は
同
項
第

十
五
号
の
建
設
を
行
う
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
個
人
又
は
法
人
（
以
下
こ
の

十
五
号
の
建
設
を
行
う
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
個
人
又
は
法
人
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
交
付
を
受
け
た

号
に
お
い
て
「
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
交
付
を
受
け
た

次
に
掲
げ
る
書
類

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲

イ

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
九
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲

げ
る
書
類

げ
る
書
類

ロ

略

ロ

略

二

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
係
る

二

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
係
る

土
地
等
の
譲
渡
（
同
項
第
十
二
号
又
は
第
十
四
号
の
一
団
の
宅
地
の
造
成
を
土
地

土
地
等
の
譲
渡
（
同
項
第
十
二
号
又
は
第
十
四
号
の
一
団
の
宅
地
の
造
成
を
土
地

区
画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
と
し
て
行
う
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す

区
画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
と
し
て
行
う
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す

る
個
人
又
は
法
人
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る

る
個
人
又
は
法
人
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る

当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
を
行
う
当
該
個
人
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
を
行
う
当
該
個
人
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
交
付
を
受
け
た
次
に
掲
げ
る

「
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
交
付
を
受
け
た
次
に
掲
げ
る

書
類

書
類

イ

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

イ

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
九
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
書
類

に
掲
げ
る
書
類

ロ

略

ロ

略

三

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
六
号
に
係
る
土
地
等
の
譲
渡

三

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
六
号
に
係
る
土
地
等
の
譲
渡

当
該
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
同
号
の
住
宅
又
は
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
の

当
該
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
同
号
の
住
宅
又
は
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
の

建
設
を
行
う
同
号
に
規
定
す
る
個
人
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
土
地

建
設
を
行
う
同
号
に
規
定
す
る
個
人
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
土
地

等
の
買
取
り
を
す
る
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
交
付
を
受
け
た
次
に
掲
げ
る
書
類

等
の
買
取
り
を
す
る
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
交
付
を
受
け
た
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十
項
第
三
号
イ
及
び
ハ
に
掲

イ

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
九
項
第
三
号
イ
及
び
ハ
に
掲

げ
る
書
類

げ
る
書
類



六
頁

ロ

略

ロ

略

３
～
５

略

３
～
５

略

６

政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
（

６

政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
個

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
個

人
又
は
法
人
が
、
当
該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
き
、
同
条
第
一
項
若
し

人
又
は
法
人
が
、
当
該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
き
、
同
条
第
一
項
若
し

く
は
第
三
項
又
は
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
承
認
を
受
け

く
は
第
三
項
又
は
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
二
年
を
経
過
す
る

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
二
年
を
経
過
す
る

日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
（
同
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
承
認
に
あ
つ
て

日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
（
同
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
承
認
に
あ
つ
て

は
、
同
条
第
二
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
当
初
認
定
日
の
属
す
る
年
の
末
日
）
の

は
、
同
条
第
二
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
当
初
認
定
日
の
属
す
る
年
の
末
日
）
の

翌
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

翌
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
に
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

請
書
に
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

略

一

略

二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

７

政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
災
害
そ
の
他
の
総
務
省
令

７

政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
災
害
そ
の
他
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
事
情

掲
げ
る
事
情

二

略

二

略

８

法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租

８

法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租

税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十
四
項
に
規
定
す
る
書
類
と
す
る
。

税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十
三
項
に
規
定
す
る
書
類
と
す
る
。

９
及
び

略

９
及
び

略

10

10



七
頁

第
二
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
九
十
六
号
）
）

改

正

後

改

正

前

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

う
に
改
正
す
る
。

（
中
略
）

（
中
略
）

第
八
条
の
十
八
第
一
号
中
「
及
び
住
所
」
を
「
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。

以
下
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す

る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法

人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
」
に
改
め
る
。

（
中
略
）

（
中
略
）

第
八
条
の
三
十
九
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
を
「
、
氏
名
又
は
名

称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ

て
は
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
」
に
改

め
る
。

（
中
略
）

（
中
略
）

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
項
第
一
号
ロ
中
「
及
び
住
所
」
を
「

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
項
第
一
号
ロ
中
「
及
び
住
所
」
を
「

、
住
所
」
に
改
め
、
「
所
在
地
」
の
下
に
「
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特

、
住
所
」
に
改
め
、
「
所
在
地
」
の
下
に
「
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定



八
頁

す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法
第

二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（

（

個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又

個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又

は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
」
を
加
え
る
。

は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
」
を
加
え
る
。

（
後
略
）

（
後
略
）

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

第
九
条
の
六
第
一
号
及
び
第
九
条
の
八
第
四
項
の
改
正
規
定

こ
の
省
令
の
施

行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
三
第
二
項
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
の
規
定
は
、
施
行
日

う
。
）
第
二
条
の
三
第
二
項
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
の
規
定
は
、
こ
の
省
令

の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の

の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の

属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適

属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
～
６

略

２
～
６

略



九
頁

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

新
規
則

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ

第
六
条

新
規
則
第
八
条
の
十
八
第
一
号
並
び
に
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ

及
び
第
二
項
第
一
号
ロ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
提
出
す
る

及
び
第
二
項
第
一
号
ロ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
提
出
す
る
法
第
百
二
十
三
条
第

新
規
則
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は

二
項
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
又
は
新
規
則
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
若
し

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
提
出
し
た

く
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
提
出
し
た

旧
規
則
附
則
第
二
十
三
条

法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
又
は
旧
規
則
附
則
第
二
十
三
条

第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

略

第
七
条

略

２

新
規
則
第
八
条
の
三
十
九
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
の
属
す
る
月
分
（

施
行
日
が
月
の
初
日
で
な
い
と
き
は
、
施
行
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分
）
以
後
の
月

分
の
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
の
属
す
る
月
の
前
月
分
（
施
行
日
が
月
の
初
日
で
な
い
と
き
は
、
施
行
日
の

属
す
る
月
分
）
以
前
の
月
分
の
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２

新
規
則
第
八
条
の
四
十
一
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
並
び
に
第
八
条

３

新
規
則
第
八
条
の
四
十
一
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
並
び
に
第
八
条

の
四
十
八
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十

の
四
十
八
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
又
は
施
行
日
以
後
に
製
造
す
る
軽
油
に
係
る

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
又
は
施
行
日
以
後
に
製
造
す
る
軽
油
に
係
る

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請



一
〇
頁

又
は
施
行
日
前
に
製
造
し
た
軽
油
に
係
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規

又
は
施
行
日
前
に
製
造
し
た
軽
油
に
係
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



一
一
頁

附
則
第
十
三
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
三
十
八
号
）
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

（
地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
の
一
部
改
正
）

省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

第
十
二
条

地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

正
す
る
。

（
中
略
）

（
中
略
）

附
則
第
八
条
の
三
の
三
の
見
出
し
を
「
（
法
附
則
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
の
基

附
則
第
八
条
の
三
の
三
の
見
出
し
を
「
（
法
附
則
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
の
基

準
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
一

準
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
一

項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項

項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項

と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第

と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第

三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
三

三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
三

十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同

十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第

三
十
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「

三
十
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「

附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、

附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
第
八
項
第
一
号
」
を
「
第
七
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

同
項
を
同
条
第
五
項

第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
三

と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
三

十
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
九
項
第
一
号
」
を
「
第
八
項

十
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め



一
二
頁

第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
項
第
二
号
」
を
「
第
四
項
第
二
号
」
に

、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
項
第
二
号
」
を
「
第
四
項
第
二
号
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
三
項
第
一

改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
附
則
第
三
十
条
第
三
項
第
一

号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
五
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
項
第

号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
五
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
項
第

一
号
」
を
「
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項

一
号
」
を
「
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項

中
「
附
則
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
五
項
第
二
号
」
に
改

中
「
附
則
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
三
十
条
第
五
項
第
二
号
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
項
第
二
号
」
を
「
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を

め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
項
第
二
号
」
を
「
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
を
附
則
第
八
条
の
三
の
四
と
し
、
附
則
第
八
条
の
三
の
二

同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
を
附
則
第
八
条
の
三
の
四
と
し
、
附
則
第
八
条
の
三
の
二

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
後
略
）

（
後
略
）


